
どこかで買う「タバコ」ならタバコは「地元」で買いましょう
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国営武蔵丘陵森林公園
スターライトイルミネーション  光と森のStory
最終章 「スターライトイルミネーション」

を開催予定
　今年を締めくくる最後のイベント「スターライトイル
ミネーション」を開催いたします。光の装飾やカラーラ
イトアップが園内の樹木や花壇に煌き、キャプテンバブ
ルショー、もみじぃの魔法 de�Show とともに光と音の演
出を楽しめます。
　新たに「Nuts�Ville」が登場。森の妖精モーリーたちが
皆さんをお出迎えいたします。開放的な森林のなか、非
日常の幻想的な風景をお楽しみください。

開 催 日　�１２月４日（土）～１９日（日）の土日、
２４日（金）～２６日（日）予定

会　　場　�中央口エリア（中央口～植物園まで）、中央口
駐車場

開園時間　�午後４時～８時（最終入園午後７時３０分）
※雨天中止

入 園 料　�大人４５０円、シルバー（６５歳以上）
２１０円、中学生以下無料

　　　　　※�駐車料金は別途（普通車６５０円／夜間か
らは３００円）

備　　考　�森林公園駅と中央口間を結ぶシャトルバスあ
り（高校生以上片道２００円）

問 合 せ　国営武蔵丘陵森林公園管理センター
　　　　　☎５７－２１１１

秩父税務署からのお知らせ
令和３年分確定申告の申告期限および相談・受付について
所得税等：�令和４年２月１６日（水）～３月１５日（火）
　　　　　�還付申告書は、令和４年２月１５日（火）以前で

も提出できます。
　消費税および地方消費税：令和４年３月３１日（木）まで
　税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、秩父税務署での
相談および申告書の受付は行っておりません。

年末年始における
東松山斎場業務について

１．業務日程
　１２月２７日（仏滅、業務日）
　１２月２８日（大安、業務日）
　１２月２９日（赤口、業務日、最終通夜）
　１２月３０日（先勝、業務日）
　１２月３１日（友引、休業日、受付のみ）
　　１月１・２日（先負、仏滅、休業日）
　　１月　３日（赤口、業務日、通夜開始）
　　１月　４日（先勝、業務日、通夜無し）
　　１月　５日（友引、休業日、受付のみ、通夜可）
　　１月　６日（先負、業務日）

２．火葬業務　
　火葬業務　午前９時３０分～午後２時３０分
　火葬時間　通常１時間２０分程度で収骨

３．受付時間
　�　１２月２９・３０・３１日、令和４年１月３・４・５
日の受付（予約）については、午前中は構成市町村の
住民のみの受付（予約）となります。なお、構成市町
村以外の住民の受付（予約）は、午後からとなります。

※�ご不明な点がありましたら、東松山斎場までお問合せ
ください。� 東松山斎場　☎２２－４２７９

【国税の納付はキャッシュレスで！】
～金融機関等へのお出かけ不要～

　１０月から税務署窓口での納税は、午前９時から午後４時ま
での受付となっています。ご理解とご協力をお願いいたします。
　国税の納付は、金融機関等の窓口での現金納付の他、さま
ざまな納付手段があります。
・�ダイレクト納付（源泉所得税を納めている方など頻繁に納付
手続をされる方にお勧め。）
・コンビニ納付（QRコード方式又はバーコード方式）
・�振替納税（申告所得税や消費税（個人）の確定申告書を毎
年提出する必要のある方にお勧め。）
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付（納付額に応じた手数料がかかります。）
　新型コロナウイルスの影響を踏まえ、窓口に出向かずに納
付ができる納付手段がお勧めです。特に、法人の方には、ダ
イレクト納付を、個人の方には振替納税をお勧めいたします。
ぜひこの機会にご利用の開始をお願いいたします。
問合せ　秩父税務署　☎０４９４－２２－４４３３

もっと身近に　もっと便利に　スマホで申告！
マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告！
　確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用したｅ
－Ｔａｘ・スマホ申告が便利です。
　マイナンバーカードとスマホ（マイナンバーカード読取対応）
があれば、多くの方が来場される確定申告会場に出向くことな
く、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用
して確定申告を行うことができますので、ぜひご利用ください。

（こんなあなたはスマホ申告！）
○　�年末調整済で医療費控除やふるさと納税などの寄附金控
除の申告をする方

○　年末調整が済んでいない方
○　２か所以上の給与所得がある方
○　年金収入や副業等の雑所得がある方
○　株式等の譲渡（特定口座をお持ちの方）

（メリットいっぱい！マイナンバーカード方式）
○　�マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から２４時間
いつでも申告できます！

○　画面の案内に沿って入力すれば、自動計算されます！
○　過去の申告データを利用して自動入力できます。
○　還付申告の場合、ｅ－Ｔａｘなら早期還付されます。
○　相談はチャットボットや電話でもできます！
○　スマホのカメラで源泉徴収票が自動入力されます！
○　スマホ申告は、専用画面を用意しています。
○　�マイナポータル連携により、一部の所得控除等が自動入
力されます！

≪動画で見る確定申告≫� 動画で見る確定申告

≪確定申告書等作成コーナー≫� 確定申告

≪マイナポータル連携≫� マイナポータル
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